
官民共創による政策実現のためのコミュニティ等企画運営業務委託 

企画提案要領 

 

１ 業務名称 

   官民共創による政策実現のためのコミュニティ等企画運営業務 

 

２ 業務目的 

  複雑化する社会課題を解決し、新・群馬県総合計画（ビジョン）の目指す「誰一人取り残
さず、誰もが幸福を実感できる自立分散型社会」を実現するために、多様な意見を取り入れ

た官民共創による政策実現を目指す。 
また、上記に加えて、ＳＮＳやオンライン上のサービスを活用することで、積極的に若年

層の意見や新しい視点を取り入れ、時代のニーズに合った政策立案につなげる。 
 

３ 業務内容 

   仕様書のとおり。 

 

４ 予算限度額 

  ３，７９２，９８０円（消費税及び地方消費税を含む） 

・ 令和８年度群馬県一般会計予算の議決状況により予算額が変動する場合がある。 

・ 委託上限額での契約を保証するものではない。 

・ 応募に要する経費は含まず、提案者の負担とする。 

・ 採用された事業者におかれては、採用された企画提案に基づき業務内容を調整の

上、再度見積りを提出すること。 

 

５ 契約期間 

   契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

６ 応募資格 

次の条件のすべてを満たしていること。 

・ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当してい

ない者 

・ 破産宣告を受け復権していない者でないこと 

・ 銀行取引停止処分を受けている者でないこと 

・ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更正手続開始の申立て、又は民事

再生法(平成１１年法律２２５号)に基づく再生手続の申立てがなされている者で

はないこと 



・ 群馬県の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でないこと 

・ 暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない

こと 

 

７ スケジュール 

  （１）募集開始 

     令和８年３月１０日（火） 

  （２）質問受付期限 

       令和８年３月１２日（木）17 時 15 分必着 

  （３）質問への回答 

       令和８年３月１３日（金）までに回答 

  （４）企画提案書提出期限 

        令和８年３月１７日（火）15 時必着 

  （５）書面審査 

    令和８年３月１８日（水）～３月１９日（木） 

（６）優先交渉者決定・通知 

       令和８年３月２３日（月）以降 

 （７）契約締結 

    令和８年４月上旬 

 

８ 質問受付 

   企画提案書の作成にあたり、疑義がある場合は質問を受け付ける。 

（１）受付期限 令和８年３月１２日（木）１７時１５分必着 

（２）質問方法 質問票（様式１）を電子メールにより提出。 

件名は「官民共創による政策実現のためのコミュニティ等企画運営業           

         務 公募に関する質問（事業者名）」とし、電子メール送信後に必ず 

         電話(０２７―２２６－２３１４)にて着信を確認すること。 

（３）提 出 先 senryakuka@pref.gunma.lg.jp 

（４）回  答 令和８年３月１３日（金）までに県ホームページに掲載する。 

 

９ 企画提案書の提出 

   次のとおり書類を提出してください。 

 （１）提出書類 

・ 企画提案書表紙（様式２）      【１部】 

・ 企画提案書本体（様式任意：A４判）  【５部】 

・ 業務実施体制表（様式３）      【５部】 



・ 委託費用積算書（様式任意：A４判）  【５部】 

※ 宛先は、「群馬県知事 山本 一太」とし、内訳には各経費の単価、消費税及び

地方消費税を明記すること 

※ 見積額が上記４の予算額を超えた場合は、失格とする 

・ 会社概要パンフレット               【５部】 

・ 暴力団排除に関する誓約書（様式４） 【１部】（※注） 

・ 法人登記簿謄本                     【１部】（※注） 

※3 か月以内に発行されたもの（コピー可） 

・ 決算書                             【１部】（※注） 

※直近のもの１期分（半期決算の場合は２期分） 

・ 課税（免税）事業者届出書（様式５） 【１部】 

  ※なお、県が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがある。 

  （※注）については、「令和 6・7 年度群馬県物品等購入契約資格者名簿 」登載者は提

出不要。 

 

 （２）提出方法 

 電子メール、持参又は郵送（簡易書留）のいずれかの送付により提出。 

 持参の場合は、平日９時から１７時までに来課すること。ただし、提出期限の令和

８年３月１７日（火）は１５時までに来課すること。 

 持参、郵送（簡易書留）の場合は上記９（１）【】内に記載の部数を提出すること。 

 電子メールでの提出の場合、上記９（１）提出書類については、各１部を PDF で

提出し、提出後に必ず電話（０２７－２２６－２３１４）にて着信を確認すること。 

※メールは一通につき７MB まで受信可能なため、提出書類一式を７MB に収めて

送信すること。一通あたりのデータサイズが７MB を超える場合は、提出方法につ

いて下記１３問い合わせ先まで事前に相談すること。 

 

 （３）提出期限 

     令和８年３月１７日（火）１５時必着 

 （４）提出先 

     １３ 問い合わせ先に同じ 

（５）提出書類の取扱い 

・ 提出された応募書類は、返却しない。 

・ 提出された一切の書類は、この募集に関する事務以外の目的では使用しないが、提

出された応募書類は、審査の必要上、複製を作成する場合がある。 

 

１０ 審査 



 （１）審査方法 

       提出された書類をもとに書面により、「群馬県 官民共創による政策実現のための

コミュニティ等企画運営業務委託事業者先行審査委員会」が行う。 

 （２）審査基準 

・ 事業実績（本業務と同種・類似業務の十分な実績があるか）  

・ 実施体制（業務を着実に遂行する上での体制（人員数・責任者）が確保されて 

いるかなど） 

・ 実施内容（仕様書を踏まえた、具体的で実現可能な提案となっているかなど）  

・ 契約条件（積算項目、積算方法、積算金額が妥当であるか） 

 （３）審査結果の通知 

・ 令和８年３月２３日（月）以降に応募事業者すべてに通知する。なお、電話での問 

合せには応じない。優先交渉者については、県ホームページにて公表する。 

 

１１ 委託予定者の選定及び契約締結等の手続き 

（１）「１０ 審査」の審査基準に沿って、提出された企画提案書により審査を行い、最も

点数の高い事業者を本事業契約に係る優先交渉者として決定する。 

（２）本プロポーザルによる提案内容及び企画提案仕様書は、受託候補者の選定のために 

使用するものであり、契約時には改めて内容を協議した上で、必要に応じて内容を変 

更して、予定価格の範囲内で契約を行うこととする。 

（３）当該協議が不成立の場合は、次に評価の高い応募事業者と協議を行う場合がある。 

なお、 契約締結に必要な経費は受託候補者の負担とする。 

 

１２ 注意事項 

（１）本プロポーザルの参加に要する経費は、全て提案者の負担とする。 

（２）提出期限後、事業者の都合による追加書類の提出、再提出及び差し替えは、一切認

めない。 

（３）提案者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効にし、契約締結

後の場合には、契約を解除することがある。また、これにより群馬県が損害を被った

場合には、賠償を請求することがある。 

（４）提出後に辞退する場合には、速やかに御連絡をいただくとともに、その旨を書面（任

意様式）にて提出すること。 

（５）契約相手方が、契約に違反したとき又は履行が不完全であったときは、契約を解除 

することがある。この場合においても、受託者の損害を補償しない。 

（６）実施要領に定めのない事項、又は本要領の事項について疑義が生じた場合には、必 

要に応じて関係者と協議の上、定めるものとする。 

（７）このプロポーザルの参加に係る手続、提出書類、ヒアリング等で使用する言語及び



通貨については、日本語及び日本国通貨とする。 

 

１３ 問い合わせ先 

   群馬県知事戦略部戦略企画課未来創生室  髙栁 

      （住所）〒371-8570 前橋市大手町一丁目１番１号 

   （電話）０２７－２２６－２３１４ 

   （FAX）０２７－２２３－４３７１ 

   （E-mail）senryakuka@pref.gunma.lg.jp 

 


